
平成２５年１１月２９日 
産 業 労 働 局 

 「年末特別」中小企業・雇用就業対策の実施について
  

景気は緩やかに回復しつつありますが、都内中小企業では依然として厳しい状況

が続いています。また、非正規社員比率が過去最高を更新するなど雇用情勢も不透

明であり、きめ細かい中小企業・雇用就業対策が必要です。 

そこで、産業労働局では、年末に向けた特別対策を行います。中小企業の経営基

盤強化に向けた『金融支援の強化』や『年末特別相談窓口』の開設、また労働問題

等に関する『年末特別相談会』を実施します。 

 

 

○「クイックつなぎ」の融資限度額を５００万円 ⇒ ７００万円に引き上げます 

１ 「クイックつなぎ」とは 

・ 緊急な資金需要に対応するためのつなぎ資金融資（東京都中小企業制度融資） 

・ スピーディな資金調達が可能（原則３営業日以内に保証審査） 

※ 制度融資の利用があり、１年以上返済を継続している方が対象となります。 

２ 期  間 

平成２５年１２月２日(月) ～ 平成２６年３月３１日(月)（期間内の保証申込分が対象） 

 

○ 金融機関の最終営業日に合わせ、資金繰りに関する電話相談を受け付けます 

１ 日  時 

平成２５年１２月３０日(月) ９：００ ～ １７：００ 

２ 相談窓口（電話相談） 

東京都産業労働局金融部金融課 電話番号：０３－５３２０－４８７７ 

○（公財）東京都中小企業振興公社において、経営相談を実施します 

１ 日  時 

平成２５年１２月３０日(月) ９：００ ～ １７：００ 

※ 受付時間は９：００ ～ １１：３０、１３：００ ～ １６：３０ 

２ 相談窓口 

経営課題の解決に向けて、経験豊富な専門家(中小企業診断士)により無料で相談 

（１）来所相談 

（会場）東京都産業労働局秋葉原庁舎４Ｆ（千代田区神田佐久間町１－９） 

ＪＲ･東京メトロ日比谷線 秋葉原駅 徒歩３分 又は、都営新宿線 岩本町駅 徒歩５分 

（２）電話相談 

（公財）東京都中小企業振興公社 電話番号：０３－３２５１－７８８１ 

 

 
 

○ 東京都労働相談情報センターと東京しごとセンターにおいて、労働問題や就

職活動等の相談をお受けします 

3．解雇・退職、再就職等に関する年末特別相談会を実施 別紙参照

２．中小企業の資金繰り・経営に関する年末特別相談窓口の開設 

１．中小企業に対する金融支援の強化 

＜問い合わせ先＞ 

【金融支援・資金繰り相談】産業労働局  金融部  金融課    03-5320-4877 

【経営相談】   (公財)東京都中小企業振興公社 総合支援部 総合支援課   03-3251-7881 

【労働相談】   産業労働局  雇用就業部  労働環境課    03-5320-4650 

【就職活動相談】 産業労働局  雇用就業部  就業推進課    03-5320-4708 



　① 電話相談　　　　０５７０－００－６１１０（東京都ろうどう１１０番）

　② 来所相談（案内図参照）
　　　　　　　◆労 働 相 談
　　　　　　　　　東京都労働相談情報センター　（東京しごとセンター９階）
　　　　　　　◆再就職及び就職活動相談
　　　　　　　　　東京しごとセンター　１階　総合相談窓口

　　　　　　　　・心の健康相談員

５　相 談 員  ○東京都労働相談情報センター職員

　　　　　　　　・弁護士

　　　　　　　○専門相談員
　　　　　　　○東京都立職業能力開発センター職員

　　　　　　    ・東京労働局職員

　　　　　　　○東京しごとセンター就職支援アドバイザー(キャリアカウンセラー)

　　　　　　　　・職場における心の健康相談〈14時～17時〉

☆相談窓口開設日・時間･場所等☆

　　　　　　　○就職活動の進め方や仕事の探し方等、再就職についての相談

１　相 談 日　平成25年12月10日（火）・11日（水）

２　相談時間　9時30分～17時

  これから年末を迎えるにあたって、解雇及び退職などの労働問題や離職に伴って生じる再就
職問題など、様々なトラブルの増加が懸念されます。また、非正規社員比率が過去最高を更新
する（総務省「就業構造基本調査」）など、雇用情勢が依然として不透明な中、若者の「使い
捨て」が疑われる企業の存在が大きくクローズアップされています。ついては、この時期に合
わせ、年末特別相談会を実施致します。
　また、本相談会では、就職支援アドバイザー(キャリアカウンセラー)等に加え、専門相談員
として、心の健康相談員、東京労働局職員及び弁護士も配置し、幅広く電話及び来所の相談に
応じます。

　　　　　　  　・職業紹介情報・雇用情報に関する相談〈13時～17時〉

３　相談受付　相談は無料、秘密は厳守します。

　　　　　　　○専門相談

                               ※受付後、東京しごとセンターでの通常のカウンセリングとなります。 

４　相談内容  ○解雇、雇止め、退職など、労働問題全般についての相談

〈但し電話の場合は13時～17時〉

　　　　　　　○職業能力開発センターへの入校（職業訓練の受講）相談〈13時～17時〉

「解雇・退職、再就職等」年末特別相談会を実施します！
～しごとに関する悩みにお答えします～

別紙



【案　内　図】

● 東京しごとセンター【千代田区飯田橋3-10-3】

　　　JR･地下鉄『飯田橋駅』下車 徒歩7分・『水道橋駅』下車 徒歩5分・『九段下駅』下車 徒歩10分
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